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平成25年11月１日（金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部、総合政策部、教育委員会、

警察本部

１．本県における青少年の健全な育成につい

て

２．本県の青少年犯罪、学校における問題行

動等の現状について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 後 藤 哲 朗

委 員 中 村 幸 一

委 員 井 本 英 雄

委 員 押 川 修一郎

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 太 田 清 海

委 員 河 野 哲 也

委 員 渡 辺 創

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

子ども政策局長 橋 本 江里子

福祉保健部参事兼
原 田 幸 二

福 祉 保 健 課 長

こ ど も 政 策 局
村 上 悦 子

こども家庭課長

総合政策部

文化文教･国際課長 菓子野 信 男

教育委員会

学 校 政 策 課 長 谷 口 英 彦

学 校 政 策 課
今 村 卓 也

学 校 支 援 監

特別支援教育室長 坂 元 厳

人権同和教育室長 花 岡 道 義

警察本部

少 年 課 長 河 野 俊 一

事務局職員出席者

政策調査課主任技師 山 口 大 吾

政策調査課主査 深 谷 真 紀

○西村委員長 それでは、ただいまから宮崎の

こども対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日委員会の日程についてであります

が、お手元に配付の日程（案）をごらんくださ

い。

本日は、本委員会の調査事項、「本県のこども

をめぐる環境」を踏まえまして、福祉保健部、

総合政策部、教育委員会、警察本部より、本県

における青少年の健全な育成や、青少年犯罪の

現状等について、説明を受けたいと考えており

ます。

初めに、「本県における青少年の健全な育成」

についてですが、まず、青少年の健全な育成に
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関する県の施策等の説明を受けた後に、本県に

おけるメディア・リテラシー（メディアを正し

く活用する能力）や、インターネット等の適正

な利用に係る取り組みについて説明を受けたい

と考えております。

後者について、昨今、インターネットや携帯

電話等の普及を背景に、これらと子供の関係の

あり方について議論になってることは御存じか

と思いますが、他県では実情に即し、「青少年健

全育成条例」を改正するといった対応を行って

いるところもある模様です。

次に、「本県の青少年犯罪、学校における問題

行動等の現状」について説明を受けたいと考え

ております。

続いて、４の協議事項でありますが、11月６

日からの「県外調査」等について御協議いただ

きたいと思います。

以上のとおり決定することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、決定いたします。

では、執行部入室のため、暫時休憩をいたし

ます。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

本日は、福祉保健部、総合政策部、教育委員

会、警察本部においでをいただきました。

では、早速ですが、概要説明をお願いをいた

します。

○佐藤福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。それでは、お手元の配

付資料、右上に「資料１」と付してある資料で

ございますが、そちらの資料の目次をごらんい

ただきたいと存じます。本日、福祉保健部から

は、宮崎県における青少年の健全な育成に関す

る条例及びインターネットに関する適正な利用

の啓発について、説明をさせていただきます。

なお、福祉保健部の後、教育委員会、警察本

部、総合政策部の順に、それぞれ関係事項につ

いて説明いたしますので、どうぞよろしくお願

いをいたします。

私からは、以上でございます。

○村上こども家庭課長 それでは、資料の１ペ

ージをお開きください。

宮崎県における青少年の健全な育成に関する

条例につきまして、御説明いたします。

この条例は、全国的に青少年を取り巻く社会

環境が悪化したことを踏まえまして、青少年の

健全な育成を図るために、昭和52年に制定され

たものでございます。

まず、１の条例の目的につきましては、青少

年の健全な育成に関して基本となる事項を定め

るとともに、「青少年を取り巻く環境を整備」し、

青少年の健全な育成を図ることとしております。

次に、２の青少年を取り巻く環境の整備につ

きましては、大きく分けまして、有益な社会環

境の提供と有害な社会環境や行為からの保護の

両面について定めております。

まず、（１）の有益な社会環境の提供に関する

主なものとしましては、「家庭の日」の制定がご

ざいます。一つ目の丸にありますとおり、毎月

第３日曜日を家庭の日と定め、広く県民が青少

年の健全育成に関し、家庭の果たす役割につい

て理解を深めるための日としております。

また、家庭の日を広く周知するために、毎月

第３日曜日の家庭の日を中心に、下の表にあり

ますとおり、県内各地の施設・店舗の協力をい

ただきまして、料金の割引サービス等を内容と
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した「家庭の日優待制度」を実施しているとこ

ろでございます。

平成24年度の実績は、この表のとおりでござ

います。

次に、（２）の有害な社会環境や行為からの保

護に関する主なものとしましては、アの有害図

書類の指定及び有害図書類の販売等を制限する

ための立入調査を実施しております。

具体的な取り組みとしましては、一つ目の丸

にありますとおり、県青少年健全育成審議会の

意見を聞き、青少年にとって有害となる図書類

を指定しております。さらに、書店やコンビニ

エンスストア等に対して立入調査を行いまして、

有害図書類が容易に青少年の目に触れないよう

区分して陳列されているか等を確認し、守られ

ていないときは指導を行っております。

次に、資料の２ページをごらんください。

先ほど御説明いたしました有害図書類の指定

件数と立入調査の件数につきまして、平成24年

度の実績を示しております。

このほか、イにありますとおり、青少年をさ

まざまな誘惑や被害から守るため、啓発チラシ10

万枚を作成しております。このチラシは、小学

校５年生から高校２年生の児童生徒のいる全て

の家庭等に対し配布いたしております。

別添のチラシをちょっとごらんください。

黄色いほうのページをごらんいただきまして、

まず、チラシの上から一つ目の丸、青少年の深

夜外出の制限につきましては、青少年を深夜外

出に伴うさまざまな誘惑や被害から守るため、

子供に午後11時から翌日の午前４時までの深夜

に外出をさせないようにする保護者の努力義務

と、第三者による深夜の青少年の連れ出し行為

等の禁止について周知しております。

２つ目の丸の青少年の深夜入場の禁止につき

ましては、非行の温床となるおそれのある深夜

の興行または遊技場から青少年を遮断するため、

興行または遊技場を行う者に対し、青少年を午

後11時から翌日の午前４時までの深夜、入場さ

せないという義務について周知しております。

最後に、３つ目の丸のインターネット利用に

ついて考えましょうにつきましては、保護者等

に対し、青少年が利用するパソコンや携帯電話

等のインターネット端末に、有害サイトへのア

クセスを制限するフィルタリングソフトやサー

ビスを利用する努力義務について周知しており

ます。

資料の２ページにお戻りいただきまして、た

だいま説明いたしました条文の内容につきまし

ては、ここに記載しておりますので後ほどごら

んいただきたいと思います。

青少年の健全な育成に関する条例につきまし

ては、以上でございます。

続きまして、３ページをお開きください。

インターネットに関する適正な利用の啓発に

ついて御説明をいたします。

近年のインターネットを介した青少年のトラ

ブルが増加している状況を踏まえまして、講演

会を開催するとともに、啓発用のチラシを作成

し、配布いたしております。

まず、１の講演会の開催につきましては、（１）

と（２）のいずれも毎年７月に開催します青少

年を非行から守り、健やかに育む県民大会の中

で実施したもので、ＰＴＡ、教職員、保護司等

の青少年育成者など、青少年にかかわる約500名

の参加者に聴講していただきました。

（１）の平成24年度に実施しました講演会で

は、「ネット社会とこどもたち」─情報モラルと

大人の役割─と題しまして、具体的な事例をも

とに、情報モラルとは何かについて説明すると
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ともに、さらに大人の果たすべき役割について

も、もっとスマートフォン等について大人が知

ることの必要性や、トラブルの対処法などを具

体的に説明していただきました。

（２）の平成25年度に実施しました講演会で

は、「インターネット社会とネットトラブルの現

状」─被害者にも加害者にもならないために─

と題しまして、情報化社会を生きていくために、

子供たちにインターネットを賢く使う力を身に

つけさせる必要があること、さらにそのために

必要な大人の対応の具体例について説明してい

ただいたところでございます。いずれの講演会

につきましても、参加者からは大変な好評をい

ただいております。

次に、２の啓発チラシにつきましては、先ほ

どごらんいただきました「子どもたちの安全は、

大人が守りましょう！」をつくりまして、チラ

シの３つ目ですけれども、先ほども少し御説明

しましたように、青少年が使用する携帯電話に

は、有害なサイトへのアクセスを制限するフィ

ルタリングを必ず利用すること、また、スマー

トフォンは２通りの回線（携帯電話回線と無線

ＬＡＮ回線）でインターネットに接続できるた

め、それぞれに対応するフィルタリングが必要

であることについて説明を行い、注意を喚起し

ているところでございます。

このチラシにつきましては、携帯電話等の購

入者が増加する春先に合わせ、平成25年３月に

小学生５年生から高校２年生の児童生徒のいる

家庭等へ約10万枚を配布したところでございま

す。

インターネットに関する適正な利用の啓発に

つきましては、以上でございます。

○今村学校支援監 それでは、本県におけるイ

ンターネット犯罪等への対応について、御説明

をいたします。「教育委員会の特別委員会資料、

資料２」と打ってございますが、ごらんいただ

ければと思います。

資料の１ページをごらんください。

初めに、現状についてでございますが、１の

（１）パソコンや携帯電話を使ったいじめの状

況につきましては、表にありますように、平成20

年度から平成23年度までの４年間についてあら

わしておりますが、平成23年度におきましては

９件の報告が上げられており、数値的には減少

傾向にございます。

しかし、後ほど御説明をさせていただきます

が、現在、話題となっておりますＬＩＮＥと呼

ばれるそういうアプリケーションソフトなど、

表面には出にくい、いわゆるクローズドコミュ

ニケーション内における誹謗中傷など、いじめ

につながる問題はかなり増加しているのではな

いかと考えておりまして、大変な危機感を持っ

て対応するように指導しているところでござい

ます。

（２）のネット利用に係る犯罪被害等の例に

つきましては、例１、例２にございますように、

例えば、女子生徒が交際相手の男子生徒に要求

されるままに自身の裸の画像を撮影し、送信し

たところ、それらの画像がさらに相手の男性か

ら友人等に転送され、さらに複数校の生徒の間

に転送されるなど、画像が広まる被害などが報

告されていますし、また、ネットを通じて知り

合った成人男性による性被害なども報告されて

いるところでございます。

このような現状を踏まえまして、現在、教育

委員会の対応といたしましては、２の「ネット

トラブル解決支援事業」に取り組んでいるとこ

ろでございます。

具体的には、２の（１）ネットいじめ情報収
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集・相談窓口の運用にありますように、平成21

年度から問題サイトの情報収集やネットいじめ

に関する相談に対応することを目的といたしま

して、目安箱サイトを設置しますとともに、い

つでも相談できるようにするため、名刺大のカ

ードを県内全ての児童生徒に配布しているとこ

ろでございます。

目安箱サイトへのアクセス件数、投稿数につ

きましては、表にございますように、平成24年

度は、一番右端のところでございますが、投稿

数は19件と減少しておりますが、これは、県内

におきまして、児童生徒が多く書き込みを行っ

ておりました掲示板のサイトが閉鎖されました

ことや、目安箱サイト上に書き込まれた場合の

削除方法を掲載するなどの対応をとったことも

一つの要因だというふうに考えております。

また、児童生徒のネット利用によるコミュニ

ケーションの形態が、掲示板など表面にあらわ

れるものの利用から、先ほど申しましたが、Ｌ

ＩＮＥなど表面にあらわれにくい、いわゆるク

ローズドコミュニケーションに移行してきてい

ることも大きな要因だと捉えているところでご

ざいます。

投稿の内訳については、その次の表に示して

いるとおりでございますが、それらの内容につ

きましては、一番下の表に示しておりますよう

な状況がございます。ネット上でのいじめがあ

るよという報告があったり、書き込みの通報が

寄せられていたりという、そういうような内容

でございますが、それらについての対応といた

しましては、右側にございますが、関係市町村

教育委員会や学校に連絡をとったり、対応策を

本人にメールで返信したりするなどしていると

ころでございますし、内容に応じては警察と連

携するなどして、迅速な対応に努めているとこ

ろでございます。

資料の２ページをごらんください。

（２）のネットパトロールの実施についてで

ございます。問題の早期発見と情報提供を推進

するために、ＩＣＴ業者に委託をいたしまして、

誹謗中傷の書き込みなど問題の多いサイトを中

心に、平成24年度から定期的なパトロールを実

施しております。

なお、平成24年度中の問題のある書き込み発

見件数は、528件となっているところでございま

す。

また、（３）にございますように、警察本部少

年課や県の教育研修センター、ＩＣＴ業者など

の関係機関、また、県内各地区の生徒指導連絡

協議会の理事もメンバーに加え、児童生徒の実

態を把握するとともに、具体的な対応・対策に

ついて、ネットトラブル対策会議なるものを定

期的に開催いたしまして、協議を実施している

ところでございます。

対策会議では、現在、（４）にございますよう

に、情報モラル教育の推進に必要な啓発資料の

作成を行っているところでございます。この啓

発資料につきましては、小学校、中学校、高等

学校、それぞれに児童生徒用、保護者用、教職

員用の計９種類の資料を現在作成しようとして

るところでございます。この資料につきまして

は、完成いたしましたら県内の全ての小・中学

校、高等学校に配布いたしますとともに、最終

的には目安箱サイトにもアップをいたしまして、

県内の学校において有効に活用していただくよ

う周知に努めていく予定としているところでご

ざいます。

以上、現在、取り組んでおります事業につい

て御説明いたしましたが、そのほかにも大きな

３、学校や教育委員会においてさまざまな取り
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組みを行っているところでございます。

例えば、学校におきましては、（１）にありま

すように、情報モラルに関する教職員の研修で

すとか、児童生徒への指導はもとよりでござい

ますが、新入生の説明会やＰＴＡ総会、研修会

などのさまざまな機会を捉えまして、保護者に

対する啓発活動も実施しているところでござい

ます。

また、警察の主催するサイバーセキュリティ

カレッジや非行防止教室などを活用しながら、

警察と連携した指導も実施しているところでご

ざいます。

（２）にありますように、県教育委員会にお

きましては、「携帯電話等の利用に係る諸問題の

防止に向け、より一層情報モラル教育を徹底す

ること」を求める通知を発出いたしますととも

に、掲示板等への書き込みに対する削除方法を

目安箱サイトに掲載し周知を図ったり、目安箱

サイトに寄せられた投稿や相談に対しては、必

要に応じて関係警察署や警察本部サイバー対策

室及び市町村教育委員会や学校とも連携をしな

がら対応を行っているところでございます。

最後に、４の今後必要な対応についてでござ

いますが、先ほども御説明いたしましたが、児

童生徒の利用の形態が、ＬＩＮＥなど表面から

見にくい、いわゆるクローズドコミュニケーショ

ンに移行してきておりまして、ネットパトロー

ルを実施したとしても、実際に見えにくい、発

見しにくい状況となっておりますので、その対

応のためには、児童生徒はもちろんでございま

すが、保護者も含めた「情報モラル教育」を充

実させることが必要でございますし、問題を早

期に発見し対応するためにも、児童生徒、保護

者と教師との信頼関係に基づく相談しやすい環

境づくりですとか、関係機関との連携というこ

とが重要になってくるものと考えているところ

でございます。

インターネット犯罪等への対応につきまして

は、以上でございます。

続きまして、学校における問題行動等の現状

について御説明いたします。

資料の３ページをごらんください。このデー

タは、文部科学省が実施した「児童生徒の問題

行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の結

果でございますが、これまでに本県が公表して

いる最も新しい直近のものでございます。24年

度のデータにつきましては、今年度公表される

予定ですが、現在のところまだ公表に至ってお

りません。調査の対象は、県内の公立の小・中

・高等学校が中心でございます。

まず、１の（１）の暴力行為についてであり

ますが、表にありますように、右端でございま

すが、平成23年度における暴力行為の発生件数

は、小学校３件、中学校49件、高等学校52件の

計104件であり、前年度と比べますと11件の減少

となっております。表の下に記載しております

ように、1,000人当たりの発生件数で見ますと、

本県は0.9人で、全国の4.2人と比較いたします

と3.3ポイント低く、全国的には低い割合となっ

ております。

次に、（２）の不登校についてでございます。

平成23年度の表の欄の一番下の欄をごらんいた

だきますと、小・中・高等学校を合わせた不登

校の児童生徒数、1,243人となっております。前

年度よりは11人減少しておりますが、過去を見

ましても、毎年1,200名から1,300名の児童生徒

が不登校という状況にございます。また、表の

下にありますように、1,000人当たりで見ますと、

全国平均が12.7人に対し、本県の平均10.4人と

なっておりまして、全国的には低い割合を示し
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ておりますが、これだけの子供たちがおります

ので、対応をしっかりとしていくことが必要だ

と考えております。

次に、（３）の高等学校における中途退学につ

いてでございますが、表の右側、平成23年度の

中途退学者の数でございますが、全日制課程

が189人、定時制課程101人の計290人でございま

して、前年度より83人減少しており、1,000人当

たりの数で見ましても、全国平均を４ポイント

下回っているところでございます。

資料の４ページをごらんください。

次に、（４）のいじめについてでございます。

このことにつきましては、問題行動等諸問題の

この調査の中に、項目としてございますので、

ここに掲げておりますが、５月の本委員会にお

きまして、詳細な資料を用いて具体的な内容に

つきましても説明をさせていただきましたので、

細かい説明は省かせていただきますけれども、

表の下にございますが、平成23年度の合計に対

するいじめの認知件数は、本県は1,000人当た

り0.9件となっておりまして、全国の5.4件と比

較しますと4.5ポイント低く、全国でも低い割合

に23年度はなっておりました。平成18年度から

５年連続減少となっておりますが、ただ、表の

右側のほうにございますように、「平成24年度の

いじめの緊急調査」におきましては1,477件と、

５月も説明をさせていただいたところであり、

非常に高い数値を示しておりましたけれども、

児童生徒が「いじめられた」と感じたという、

その感じたものも全て計上した結果によるもの

でございます。

学校における問題行動等の現状につきまして

は、以上、いずれの項目につきましても、全国

と比べると低い割合にはなっておりますが、数

値としてあらわれているものだけではなく、さ

まざまな課題を抱えている児童生徒ももっとい

ると考えられますので、今後とも教師みずから

が児童生徒との信頼関係をしっかりと醸成しな

がら、問題行動等の早期解決に当たっていく必

要があるものと考えているところでございます。

次に、大きな２の問題行動等への対策でござ

います。

（１）の学校の取り組みにつきましては、以

下にございますように、各学校とも「いじめ不

登校対策委員会」などを設置いたしまして、組

織的に対応いたしますとともに、小・中・高の

連携であるとか、家庭や地域、関係機関との連

携の充実に努めながら、一体となった取り組み

を進めているところでございます。

（２）の県教育委員会の取り組みにつきまし

ては、一つ目の教育相談体制の充実にあります

ように、学校の相談体制の充実が図られますよ

うに、高等学校カウンセラーや、中途退学対策

対応教員を高等学校に配置いたしますとともに、

スクールカウンセラーやスクールアシスタント

を中学校に配置しております。また、スクール

ソーシャルワーカーを教育事務所に配置するな

どしながら、学校等へ配置・派遣し、問題の解

決に当たっているところでございます。

また、２つ目の丸、３つ目の丸にございます

ように、生徒指導に係る事業や研修会に取り組

みますとともに、４つ目の丸にございますよう

に、学校の教育活動の支援を行うための県版の

生徒指導資料の配付や、生徒指導に関する学校

訪問を実施するなどしながら、その充実に努め

ているところでございます。

教育委員会の説明は、以上でございます。

○河野少年課長 それでは、警察本部からは、

お手元、「資料３」と記されました委員会資料、

これに基づきまして２項目説明をさせていただ
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きます。

まず、資料３の１ページをごらんください。

インターネット犯罪の推移と青少年の被害状

況及び適正利用のための啓発活動についてでご

ざいます。

まず初めに、項目１でございますけれども、

この表は、宮崎県におけるネットワーク利用犯

罪の検挙の推移をあらわしたものです。

ちなみに、ネットワーク利用犯罪とは、２つ

の犯罪類型を総称したものです。その一つは、

犯罪の構成要件に該当する行為について、イン

ターネットやメール等を利用した犯罪であり、

具体的にはインターネットを操作、利用して、

児童ポルノ画像を不特定多数の人に公開する児

童ポルノ事犯などがこれに該当いたします。２

つ目は、構成要件該当行為ではないものの、犯

罪の実行に必要不可欠な手段としてインター

ネットやメール等を利用した犯罪でございまし

て、具体的には、コミュニティサイトで知り合っ

た児童とサイト上で合意をしてみだらな行為を

行う、県青少年育成条例違反などがこれに該当

いたします。過去10年間の検挙の推移を見ます

と、年ごとに若干の増減はございますけれども、

ネット社会の進展を背景に、おおむね増加傾向

にあると考えております。

なお、このネットワーク利用犯罪の被疑者の

ほとんどは成人でありますけれども、少年が被

疑者となったものとしましては、出会い系サイ

トの掲示板にみずからの、いわゆるセックスフ

レンドを募集する書き込みをした16歳の男子高

校生を出会い系サイト規制法の禁止誘引行為違

反で検挙した例もございます。

続きまして、項目２では、近年特に問題になっ

ておりますインターネットのコミュニティサイ

ト等を利用して被害に遭った18歳未満の児童の

状況を示しております。平成24年中は13人、本

年９月末現在では９人の児童が、サイトの利用

をきっかけに、各種犯罪の被害に遭遇しており

ます。

その下の表には、サイトの種別と被害に遭っ

た犯罪の種別を示しておりますが、件数的には

ここ数年間は増加傾向にあると言えます。

なお、ここにあります出会い系サイトとは、

出会い系サイト規制法に規定するインターネッ

ト異性紹介事業を行うサイトのことであり、コ

ミュニティサイトとは、ソーシャルネットワー

キングサービスやプロフィールサイト等、サイ

ト内で多人数とコミュニケーションがとれるサ

イトのことを指します。被害の内容を見てみま

すと、児童買春や児童ポルノ、県青少年育成条

例違反など、いずれも性に関する犯罪がほとん

どという状況になっております。

次に、以上の現状を踏まえまして、警察が取

り組んでおります啓発活動について説明をいた

します。

３の項目にございますけれども、まず、（１）

携帯電話やスマートフォンに対するフィルタリ

ング対策であります。フィルタリングとは、イ

ンターネット上の子供たちに見せたくない出会

い系サイトやアダルトサイト等、有害情報が含

まれるサイトを画面に表示しないように制限す

る機能をいいます。フィルタリングは、平成21

年４月１日施行の青少年インターネット環境整

備法により義務づけられたものです。青少年が

使用する携帯電話については、事業者にフィル

タイングサービスの提供が義務づけられている

にもかかわらず、いまだこれが徹底されていな

い状況にあります。先ほど説明いたしました青

少年の犯罪被害の場合におきましても、フィル

タリングが利用されていなかったケースがほと
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んどでありました。

そこで、児童生徒に有害サイトに入らせない、

有害サイトを見せないというフィルタリングを

普及させることが急務であるとの観点から、毎

年、携帯電話事業者の専売店、家電量販店及び

その他の代理店、約130店舗に対し、警察職員が

各販売店等を直接訪問し、責任者に文書を手渡

して、整備法の義務規定の適用がないスマート

フォンへのフィルタリングを含めたフィルタリ

ング普及の徹底を要請する活動を平成22年以降

継続して行っております。

（２）は、保護者に対する啓発活動の推進と

いうことでありますが、その１点目はサイバー

セキュリティカレッジの積極的開催です。児童

生徒がインターネットを利用した犯罪に手を染

めない、被害に遭わないためには、まず、その

監護者である保護者の皆さんの意識を高めるこ

とが重要です。そこで、学校での集会等、あら

ゆる機会に児童生徒に加え、保護者の皆さんを

もその対象としたサイバーセキュリティカレッ

ジを開催し、携帯電話にかかわる児童の犯罪被

害の実態やインターネットの危険性、適切なフィ

ルタリングの必要性などを事例やデモシステム

などを活用しながら直接説明し、訴えかけてお

ります。平成24年中は約5,200人、本年９月末現

在では約5,800人の保護者等の方々にサイバーセ

キュリティカレッジを受講していただいている

ところであります。

そのイは、新入生の保護者に対するリーフレッ

トの配布です。平成23年以降、県下の中学校、

高等学校の入学式に合わせ、教育庁や市町村教

育委員会等の御協力をいただいて、保護者の皆

さんを対象とするフィルタリング普及啓発用の

広報リーフレットの配布を開始をいたしました。

お手元に配っておりますカラー刷りのものが本

年配布したものでございます。これは、中学、

高校の入学の節目に子供に携帯電話を買い与え

る御家庭が多いことに着目しまして、入学を機

会として保護者の皆さんの意識を高めていただ

こうとするものでありまして、本年はこのリー

フレット、約２万3,000部を４月の入学式に合わ

せて配布させていただいております。

（３）は、児童生徒に対する啓発活動の推進

です。警察本部及び各警察署が、各学校におい

て出前講座的に開催しております非行防止教室、

これは従来、万引きや自転車盗の防止など、児

童生徒の規範意識の醸成に主眼を置いて実施し

てまいりましたけれども、このような昨今の情

勢に鑑みまして、今までの内容にインターネッ

トの適正利用やネット上の被害防止等の内容を

加味して、これを行うという取り組みを開始し

たところでございます。

以上が、重点的に推進している啓発対策です

が、このほか、携帯電話の安全利用の諸対策に

資するため、平成23年２月から３月にかけまし

て、児童生徒の携帯電話利用環境実態のサンプ

ル調査を実施し、児童生徒の携帯電話の利用実

態を把握するとともに、教育庁とも情報を共有

しているところであります。この調査は、その

後の施策の効果測定等を目的として、同一対象

に対して本年度も実施したところであり、現在、

集計中の段階です。

１点目の項目については、以上で説明を終了

いたします。

それでは、説明の２といたしまして、少年犯

罪の現状についてということで御説明をいたし

ます。

大変申しわけございません、さきに配付して

おりました資料に１点だけちょっと数字の間違

いがございまして、「訂正」と題したものを別途
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お配りさせていただいておりますので、それに

基づいて説明をいたします。

まず、項目１の刑法犯少年の検挙状況につい

てであります。刑法犯少年とは、刑法の罪を起

こした14歳以上20歳未満の少年のことを指しま

す。全国、県内とも平成15年から昨年までほぼ

一貫して減少傾向にあり、平成15年に比較して

平成24年は全国では14万4,404人から６万5,448

人、本県では1,185人から518人と半数以下の検

挙人員となっております。

平成24年中の本県の検挙状況は（２）の表の

とおりで、前年比で102人減少しております。そ

の特徴といたしましては、窃盗犯、そして初発

型非行と言われる自転車盗犯、万引き、占有離

脱物横領、これが全体の約７割を占めることで

す。

（３）には、本年９月末の本県の検挙状況を

あらわしておりますが、291人の検挙で、これも

昨年同期比で65人減少しております。９月末の

段階で、窃盗事件で検挙した少年は191人、昨年

同期比では54人減少しているものの、刑法犯少

年全体の約７割を占めており、前年と同様の傾

向を示しております。

次に、項目２は、刑法犯少年の再非行率をあ

らわしております。平成24年は全国で33.9％、

県内では28.4％、本年の９月末では、県内で

は25.4％と、刑法犯で検挙された少年のうち４

人に１人が再非行に走っているということにな

り、少年の非行防止対策上の大きな課題となっ

ております。

次に、３の触法少年の補導状況です。触法少

年とは、14歳未満で刑法の罪に触れる行為をし

た少年のことを指します。

平成15年以降、おおむね100人前後で本県の触

法少年、推移しておりましたけれども、平成24

年は157人と、過去10年間では最も多い数字と

なっております。このうち特に12歳から13歳の

中学生の事案が116人と、全体の73.9％を占めて

おります。罪種別に見ますと、窃盗犯が105件

と66.8％を占めており、刑法犯少年と同様の傾

向になっております。本年９月末におきまして

は、触法少年の補導数は101人で、昨年比で10人

の増加と高い水準で推移しており、非行の低年

齢化が懸念されるところであります。また、本

年９月末現在でも、12歳から13歳の中学生の事

案が70人ということであり、全体の７割近くを

占めております。

以上が少年犯罪の現状になりますが、参考ま

でに４、非行防止対策としまして５つの柱を掲

げておりますが、警察におきましては、これら

の状況に対しまして、教育現場との連携あるい

は児童の規範意識の醸成等、各対策に取り組ん

でいるところであります。

警察本部の説明は、以上でございます。

○菓子野文化文教・国際課長 それでは、「資料

４」の１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

先ほど教育委員会からも御説明がございまし

たけれども、「児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査」の結果、概略といたし

まして、私立学校分を説明させていただきたい

と思います。

まず、１の問題行動等の現状でございます。

（１）の暴力行為でございますが、小・中学

校、平成23年度２件、高等学校30件で、合計32

件となっております。前年度からは15件減少し

ているという状況でございます。

（２）の不登校でございます。平成23年度、

小・中学校15人、高等学校117人の合計132名と

いうことでございまして、前年度より５名減少
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しているということでございます。

（３）の中途退学、高等学校でございますけ

れど、平成23年度263名ということで、前年度よ

り13名減少しております。

（４）のいじめでございます。平成23年度の

数値でございますけれど、小・中学生が４件、

高等学校が５件、合計９件ということになって

おります。

平成24年度の数値は、先ほど教育委員会から

も御説明がありましたけれども、調査方法が若

干変わりまして、子供が感じたいじめというよ

うなことに基づいて調査が行われております。

これによりまして、42件の増ということで、小

・中学校22件、高等学校31件、合計の53件とい

うことになっております。

続きまして、２ページをごらんいただきたい

と思います。

問題行動等への対策ということでございます。

（１）の学校の取り組み例ということですけ

れども、各学校には生徒指導部がございまして、

指導部長を中心に、心理相談員とかスクールカ

ウンセラー、そういったことを配置いたしまし

て、早期に日常から問題行動の把握に努めてい

るという状況でございます。例えばでございま

すけれども、生徒生活ノートにより人間関係の

把握をするですとか、アンケートを実施すると

いったことを実施してる状況でございます。

（２）の県の取り組みでございますけれど、

私立学校の場合、指導上の問題は各私立学校が

担うというような建前になっておりますけれど

も、文部科学省からの通知等につきましては、

私立学校に取り組みを要請しているところでご

ざいます。また、生徒指導のあり方について、

県主催で全体研修等を行っております。また、

文化文教・国際課の中に、私立学校、私立教育

専門員、これはいじめなどの諸問題について、

私立学校や保護者からの相談に対応している専

門員でございますけれど、これを設置している

といったことで、対応しているところでござい

ます。

説明については、以上でございます。

○西村委員長 それでは、以上で説明が終わり

ました。御意見、御質疑等がありましたら、発

言をお願いいたします。

○二見委員 資料の説明で、ちょっと今の文化

文教・国際課の資料と、教育委員会の３ページ

の資料で、教育委員会のほうでは人口1,000人当

たりの発生件数っていうのがあったんですけれ

ども、こっちの文化文教のほうは、それはない

のでしょうか。

○菓子野文化文教・国際課長 それぞれの生徒

数1,000人当たりの発生件数について、この表に

書いてございませんので、口頭で申し上げたい

と思います。

まず暴力行為でございますけれど、生徒

数1,000人当たりの発生件数について、公立高校

のほうは、全国が4.2件、本県が0.9でございま

した。私立学校のほうでございますけれども、

全国が2.9件、本県が2.7人でございました。

（２）の不登校でございます。公立高校のほ

うは、全国の状況が1,000人当たり12.7人、県の

ほうが10.4人ということでございました。私立

学校のほうは、全国が11.3人、県が11.2人となっ

ております。

次に、（３）の中途退学者、高等学校分でござ

います。公立高校については、1,000人当たり全

国で16.0人、県のほうが12.0人でございました。

私立学校のほうでございます。全国が1,000人当

たり16.0人、県のほうが26.4人ということで、

高等学校では全国よりも退学者が多いという状
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況になっております。

いじめでございます。これは平成23年度の数

値で御説明いたします。公立のほうでございま

すが、全国で5.4件ということですが、県のほう

は0.9でございました。私立学校のほうでござい

ます。全国が1.9件、県のほうが0.8件というこ

とになっております。

以上でございます。

○二見委員 もう一点、先ほど県警本部から説

明があった２ページのほうです。これは１の

（１）に平成15年と平成24年の対比をされてらっ

しゃるわけなのですが、（２）のほうで24年と23

年を対比しているのですが、この犯罪傾向とし

ては、９年間、10年間の間で約半分、半減して

るわけなんですけれども、その傾向というのは

変わってないのかどうか、ちょっとここでわか

らなかったので、お聞きしたいのですが。

○河野少年課長 過去10年、約半減ということ

で御説明申し上げましたけれども、一貫して減

少しているということでございます。

○二見委員 変わらないわけですね。

○河野少年課長 はい。

○西村委員長 ほかに。

○井本委員 青少年健全育成条例か、14条の２

だけれど。これ、私も、へえ、すごい条例があ

るんだな。親が一緒に行ってても、映画館にも

一緒に行けない、そういう条例だと。こういう

条例は、大体そのほかにもある条例なのか、そ

してまた、この立法趣旨は大体どのようなこと

なのか、ちょっと教えてほしい。

○村上こども家庭課長 青少年健全育成条例は、

全国、長野県だけございませんで、あとは全県

ございます。

制定された趣旨としましては、青少年の非行

がふえてきた40年代から、非行がふえてきた背

景の社会的な要因、いろいろ有害図書とか、そ

ういったものがどんどんふえてくる中で、最初

は青少年を保護しなければならないということ

で、青少年保護条例ということで、各県、作成

が進んでまいりましたが、その後、いろいろな

ものがどんどんプラスされまして、ある県につ

きましては子育てまで入れた条例までつくられ

てるということで、だんだん性質も変わってま

いりまして、青少年健全育成条例という名前に、

各県、名称も変わりましたけれども、内容的に

はやはり第一に有害図書を排除するということ

が、まず一つは大きな特徴でございます。あと、

子供たちの非行の温床となる夜間外出や遊技場、

あるいは興行等の規制というのも、各県全部入っ

ている状況でございます。

○井本委員 私が言うのは、映画館も何で連れ

ていけないのかなっていう、親が一緒におるの

にね、それが一つ。確かに飲み屋に一緒に連れ

ていくとかは、さすがにいけないよなあという

感じがするけれど。土曜の夜、お父さん、お母

さんも一緒におる、何で行けないようになって

るのかな、その辺の趣旨をもうちょっと。私も、

向こうから聞かれたときに言えなかったわけで

すよ。そのような条例があるんですかって。そ

うやって聞いてみたらあると。なるほどな、親

も信用できないよなという、そういう条例かなっ

て思って、その辺をもうちょっと教えて欲しい。

飲み屋に連れていくことはいけないということ

は私もわかるけれど、映画館に一緒に、例えば

いい映画があるから子供と一緒に見ようと思っ

て行ってみたら、そこで入場制限があって入れ

なかったといって、子供は映画を見られないで

親だけ見て帰ったといったことになると、余計

悪いんじゃないかなという気がするけれどもね。

もうちょっときめ細かくしてもいいんじゃない



-13-

平成25年11月１日（金曜日）

のかなと思う、何もかも。確かに飲み屋に連れ

ていくというのはおかしいということは私もわ

かるけれども、映画館までだめよというのはど

うなのかなって、そのような気がしたものだか

ら、その辺もうちょっと趣旨を。私にもこうい

うことを聞かれて、答えられなかったものだか

ら。これ、趣旨を私も説明し切れなかったわけ

ですよ。結局、親が一緒なのに、親が一生懸命

教育しているのを、それを制限するとは何事だっ

ていうことで言われたものだから。親を説得で

きるそういう趣旨を教えてほしいっていう話よ。

○村上こども家庭課長 まず、条例だけでいい

ますと、条例の20条に、保護者の責務としまし

て、保護者に対して青少年を深夜外出させない

ようにしなければならないという努力義務が課

せられております。そことの関係で、じゃあ保

護者と一緒だったら、深夜そういう映画館とか

いいのかっていうと、保護者にそういう義務が

課せられてる中で、その保護者みずからが一緒

に外出して、そういう深夜に映画館に行くとい

うことはやはり認められないということで、条

例上ではそういう位置づけになってるのですが、

各県課長会議でやはり議論がされるところで、

そういうお声がたくさん来るということで、各

県いろいろ検討をされたところもあるのですけ

れども、やはり今度は学校との関係もございま

して、学校の深夜外出の規制っていうのがやは

りされておられまして、学校も何時以降はひと

りで出歩いたらいけないとか、親と同伴でもカ

ラオケボックスに行ったらいけないとか、いろ

いろ規制がある中で、そことの関係でやはり深

夜、11時から４時に関してそういうところに入

るということは、やはり規制をされているとい

う関係で、条例もそれと歩調を合わせていると

いうところでございます。

○井本委員 余り説得力がないわけよ。親が一

番教育しようと思っているのに、教育に関して

一番責任持たなきゃいけないのに、その親を結

局だめよと言ってるわけだから。親が一番責任

を持つ、俺たちが責任を持って教育しようと思っ

ているのに、親もだめよ、親がそういうものも

だめとか言っているところに、どうももう一つ

説得性がないよね。その辺はもうちょっと、本

当言うと、親も要するに信じられないという話

になっちゃうのよね。わからないなら、もうい

いです。私も説得し切らなかったのよ、結局。

○村上こども家庭課長 保護者の義務、責務と

いうものがございまして、やはりどうしても深

夜、一緒にとはいえ外出することが、子供の精

神的にも肉体的にもよくないということが大前

提にございまして、そういう規則正しい生活を

させるという意味合いも含めまして、やはり保

護者が一緒であろうと、やはり子供を深夜にま

ず外出させるということはだめですよ。そして、

なおかつやっぱりそういう映画、いろいろな映

画がございますけれども、どういう方が深夜に

来られてるか、そういう環境も考慮しますと、

やはり非行とか何か事件に巻き込まれるといっ

たそういう温床になりやすい、そういう興行の

場、遊技場は入れさせないというのが、やはり

基本的な考え方としてあるようです。

○井本委員 いや、もう何度言っても同じだけ

れど、私ももう何もかも一緒だとは言っていな

い。映画館など、具体的にちょっと外していい

ものもあるんじゃないかっていう話をしている

わけよ。私が知っている人は真面目な人ですよ。

御夫婦で、子供をせっかく夕方から連れて行こ

うとしたときに、条例で外される、何でだって

言ってきたわけです。私もびっくりした。ええ、

それはすごい条例ですねって言ったんだけれど
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もね。親も信じられない条例だねっていうこと

を言った。もういいですわ。

○二見委員 映画を夜、親と一緒に子供と見に

行こうとしたら入場を規制されたということ

だったんですけれども、この条例というのは、

夜の11時から４時までっていうことですよね。

じゃあ例えば、仮に映画が２時間あるんだった

ら、９時以降の映画に入っちゃいけないってい

うことで、映画館は規制してるようなことなん

ですか。例えば、10時に入れば12時までになっ

てしまうから、その11時以降の部分があるから、

その時間はもう見せちゃいけないとなっている

のか。例えば、家に帰るまで30分なら30分見込

んでの、いわゆる上映時間だったら認めるけれ

ども、それにかかるようなところだったらでき

ないのか。その辺は、もう逆にそういう遊技場

たちのほうが自主的に基準というのか、そうい

うものを持ってるのか。そこのところをもう

ちょっと詳しくお聞かせいただきたいんですけ

れども。

○村上こども家庭課長 事業者の方のほうに県

のほうもお願いしてることが、結局、子供さん

が来られたときに、終わりが11時を越えること

がもう明らかなものにつきましては、入る段階

で指導させていただいているということで、事

業者の方たちもそれを徹底して御説明をいただ

いてるということは聞いております。

○押川委員 この１ページでありますけれども、

青少年を取り巻く環境の整備ということで、第

６条で、毎月第３日曜日を家庭の日ということ

でありまして、ここに書いてありますけれども、

この主な施設とその利用者人数、どういったも

のをされておるのか、ちょっと最初にお聞きを

したいと思います。

○村上こども家庭課長 施設としましては、こ

こ、206施設御協力いただいてるのですが、当然、

博物館とか公共の施設、あとボーリング場とか、

飲食店等で御協力をいただいております。パン

フレットにして一覧表をお配りしてるところで

すけれども……。

○押川委員 またあれば後で。

○村上こども家庭課長 済みません、きょうは

お配りしておりませんが、こういうポスターコ

ンクールというものをしまして、その最優秀賞

をとりましたポスターをこういうパンフレット

の表紙に使わせていただきまして、この中に店

舗を全部御紹介いたしまして、学校経由で子供

たちにお家に持って帰って、お母さんに見せて

くださいということで、お配りしております。

○押川委員 最近はもう行事が多くて、なかな

か家庭の日というものが制定されていても、家

庭の日で、親子で家庭の日のそういう団らんを

過ごすとか、家庭の中での家庭教育をするとか、

そういった行事というのが少ないんじゃないか

という気がするんです。だから、そういったす

み分けをどのようにやりながら、市町村との連

携の中で、行事などとの、そういう本当の家庭

の日あたりの設定の重要性といったことをどう

されているのかについてちょっとお聞きします。

○村上こども家庭課長 おっしゃるとおり、ス

ポーツ少年団とか、今、子供さんたちがいろい

ろな活動に押されてる中で、第３日曜を家庭の

日として一斉にというのは、実際、非常に難し

くなってきております。市町村のほうからも、

公共のスポーツ施設とかを一斉にお休みにして、

家庭の日をもっと意識してもらうべきじゃない

かとか、逆に休みにされると非常に困るという

いろいろな両方の意見をいただいておりますが、

都城市さんとか、市長さんのお考えで徹底して

学校行事を入れないというような取り組みをさ
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れてるところもございまして、なかなか県で足

並みがそろわないので、温度差があるというこ

とで、県のほうの県立の施設なども一斉にお休

みにするなどの検討はしてもらえないのかとい

うお話もございましたが、県立の施設はどうし

ても大きな大会をする施設が多うございまして、

なかなか一律、第３日曜をお休みということは

難しいようです。今、私どものほうで提唱させ

ていただいておりますのが、それぞれの家庭の

日ということで、みんながそろえる日を家庭の

日と定めて、そのときに一緒に食事に行くとか、

一緒にちょっと小旅行でもするとか、そういう

ことを設けていただきたいというようなお願い

の仕方をしているところです。

○押川委員 できるだけ、家庭の日っていうも

のを設定されているわけですから、そのことが

きちんとやっぱり本当の家庭の日になるように、

今後、いろいろ関係機関との連携の中で、ぜひ、

やはり家庭の日の意義についてしっかりやって

もらうようにお願いをしておきたいと思います。

それから、この有害社会環境や行為からの保

護ということで、立入調査とか指導の実施とい

うことで、２ページのほうに24年度の立入調査

実績等があるわけですけれど、この立ち入りに

関して、どういったものに指導をしたり、ある

いはその際に何らかのペナルティーとかを課し

たりといったことがあるのか、ちょっと内容を

もう少しお聞きしたいと思います。

○村上こども家庭課長 まず、立入調査を今、

年に１回一斉にやっておりますが、書店、コン

ビニ、ビデオレンタル・販売店、あとカラオケ

ボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、

そして自動販売機というような形でやっており

まして、書店やコンビニ、ビデオレンタル店に

つきましては、まず、有害図書というものがちゃ

んと区分陳列されてるかっていうのをまず一つ

見ます。成人コーナーを設けて、そこにちゃん

と区分されているか、そして、そこにちゃんと

表示が青少年健全育成条例により、ここは……。

○押川委員 いいです、そういう調査をされた

中で、本当に指導なり、どういったことを具体

的にやられたかということで、やられたことは

もうわかってますので、そういう指導の内容、

指導をやっぱりしなくちゃいけない、改善をし

てもらわなくちゃいけないというようなものが

あれば、その内容をお聞かせいただきたいとい

うことです。調査結果で、あと、具体的に何か、

どういうものをされたのか、どういうものがあっ

たのかということで、ちょっとお聞きをしたい

んです。

○村上こども家庭課長 24年度は、483件のう

ち46件指導をしております。それは、区分陳列

がされてない、あるいはちゃんと青少年健全育

成条例により、ここは子供は買えませんという

ような表示がされていない、あるいは映画館と

かそういったところに深夜11時以降は入場でき

ませんといった表示がない、そういったもの、

あるいはインターネットカフェ等はフィルタリ

ングをちゃんと導入しているか、そういうとこ

ろで指導を行っております。

○押川委員 その指導で改善がされているか、

されてないか、されなかった場合のペナルティ

ーとか、そういったものがあるのかないのかを

あわせてお聞きしたいと思います。

○村上こども家庭課長 ペナルティーというの

は、実際の条例上、罰則規定がございまして、

この禁止、有害図書が区分陳列してないとか、

指定された図書が販売されているとかいうと、20

万円の罰金とかあるんですけれども、実際は、

やはり具体的に告発しないといけないので、な
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かなかそういう罰則まで行ったという事例はご

ざいません。指導の段階で終わっております。

○押川委員 指導に関して、改善の状況はどう

ですか、率あたりは。皆さん方が行って指導さ

れて、また行ったとしても、１年に１回ですか

ら、１年に１回で改善というのが十分できるん

ですか。そういったことをちょっとお聞きした

いと思います。

○村上こども家庭課長 普通の書店さんあるい

はコンビニさんは、特にその本が有害図書とい

う意識がなくて置いていたというような方がほ

とんどですので、悪意を持って置かれてるとい

うことは、ほぼ普通のお店ではございません。

普通のお店は改善されてるということで考えて

おります。

ただ一つ、自動販売機で、同じ業者なんです

けれども、対面販売であるから自動販売機では

ないという業者が全国的にございまして、それ

が県内に41台ございます。そこの自動販売機に

つきましては、なかなか県の指導、何度も繰り

返し通知を送っておりますけれども、改善がな

されない状況がございます。あとの普通の一般

の小売店等、お店に関しましては、ほぼ100％に

近い状況で指導を守っていただいていると考え

ております。

○押川委員 わかりました。

済みません、警察のほうにお聞きしてみます

けれども、今言われたように自動販売機あたり

でそういった改善がなされないことに対しての、

警察としての取り締まりとか、そういったもの

は何か。

○河野少年課長 警察自身で端緒をつかんだも

のが、今のところございません。例えば、職務

質問をしたところ、青少年がそういう不適切な

ものを持っていたと、それをたどっていったら、

結局、自動販売機にたどり着いたというような、

そういう端緒、警察活動を端緒にした捜査事例

はちょっと今のところございませんけれども、

条例上、改善命令等に従わなく、それで告発を

受けた場合には必要な捜査を当然行っていくと

いうスタンスで考えております。

○押川委員 記憶がちょっとわかりませんけど

も、あれ、多分免許証か何かについて表示を貼っ

て、成人以外じゃないと販売できないとか、そ

の自動販売機の販売方法について何かなかった

ですか。未成年の方でも、誰でも買えるんです

か。ちょっと勉強不足で済みません。

○村上こども家庭課長 自動販売機はもう誰で

も買えるということになって。

○押川委員 わかりました。

○村上こども家庭課長 もともと自動販売機に

は、有害図書を入れてはいけないという規定が

条例にございますので、自動販売機自体は誰で

も買えるということになっております。

それと、先ほど、ちょっと説明不足がござい

ましたので、指導の結果はどうなのかという中

で、立入調査のときに、もうその時点で有害図

書が成人コーナーにない場合は、その場でもう

改善を全部していただいてるということですの

で、悪意がない限りは、それで改善されてると

考えております。

○押川委員 わかりました。

それから、小学５年生から高校２年生の児童

生徒のいる家庭に、この青少年のさまざまな誘

惑や被害から守るための啓発チラシを配布され

たと、なぜ５年生と高校２年生なのかというこ

とをちょっとお聞きしたいと思います。

○村上こども家庭課長 携帯電話などを持ち始

めて、そういった携帯電話もなんですけれども、

いろいろな外出にしても、父兄同伴ではなく、
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ひとりでいろいろ行動を始める小学校の高学年

からということで、小学校５年生からというこ

とを考えております。

○押川委員 確かに５年生ぐらいかもしれませ

んけれども、やはりその芽生えというのは５年

生じゃないと思うんです。だから、もう少しやっ

ぱり低年齢のときから、そういったものの啓発

をしておかないと。どういうことをするとどう

いう困ることになる、あるいは自分が被害者、

加害者で大変だということをしっかり教えるべ

きだと思う。５年生って、何で限定されたのか

なっていう、ちょっと不思議だったものですか

ら。できれば、やっぱり小学校に入ったら、そ

ういったころから教えていくという、あるいは

幼児あたりからでも、もう今テレビなどを見れ

ば、いろいろな携帯というものも使えるし、恐

らくパソコンなども、５年生以上じゃなくても

低学年でも使えると思うんです。だから、そう

いった部分が、ちょっとやっぱりおかしいんじゃ

ないかなっていう気がしたんです。これは改善

するような気持ちは全くないですか。

○村上こども家庭課長 今の御意見のとおり、

このチラシは保護者の教育というのも含んでお

りますので、当然、子供さんが小さいところの

お母さん、親にも知っていただくということは

必要ですので、それは検討してまいりたいと思っ

ております。

○押川委員 ぜひお願いしたいと思います。学

校に上がる前からでも、多分もうそういうもの

はあると思うものですから。親子でやっぱりそ

ういうチラシを見ながら、どういうものだって

ことをやはり意識させたほうがいいのかなとい

う気がいたしましたので、お願いしたいと思い

ます。

それから、いろいろな対策を学校あるいは警

察のほうでもやっていらっしゃるわけでありま

すが、特に警察のほうにお聞きしたいと思うん

ですけれども、１ページの３の児童生徒に対す

る啓発活動の推進の中で、非行防止教室の開催

ということでありますが、この学校との連携に

ついてはどのように実施されているのか、ある

いはこの対象とされるものはどういう生徒さん、

あるいは保護者も含むのか、そこあたり、ちょっ

とわかれば教えてもらいたい。

○河野少年課長 非行防止教室でございますけ

れども、まず、学校からの要請をいただきまし

て、警察職員が学校に出向く出前講座的に行う

こととしております。ですので、当然、学校の

先生方と具体的にチームティーチング方式とい

うやり方も現在導入してるんですけれども、警

察職員と担任の先生が二人三脚で、それぞれの

役割を担って物語を展開していくと。防犯とか、

あるいは道徳的なもの、そういう授業展開をし

ていくというやり方もとっております。その意

味では、もう学校の先生なくしては成立し得な

いというような取り組みでございます。

非行防止教室自体に保護者の方をお招きする

ことはないんですけれども、似たような取り組

みでサイバーセキュリティカレッジ、これは中

学生、高校生対象にも行っておりますけれども、

この際には、先ほどちょっと説明で申し上げま

したが、昨年は約5,000人ほどの保護者の方にも

同時に御聴講いただいてるという状況でござい

ます。

○押川委員 ただいま、学校からの要請があっ

たところをされるということでありますから、

学校から要請がなければ、こういった非行防止

教室は実施されてないということでいいですか。

○河野少年課長 昨年度の実績を見てみますと、

学校に占めます割合ですけれども、全体の約３
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分の１が実施になっている。警察の人員のほう

もちょっと限りがございまして、ちょっと御要

望にお応えできないというところも事実上ある

んですけれども、年単位で見れば、そういう３

分の１程度ですけれども、ある程度のスパンを

持っていけば、実施されていないところはまず

ないのではないかというふうには考えておりま

す。申しわけありません、ちょっと具体的なデ

ータはないんですけれども、ちょっと感覚的な

お答えで申しわけございません。

○押川委員 内容をちょっと聞かせていただき

たいと思うんですけれども、この防止教室の中

でのいろいろな、先ほど説明があったことはわ

かるんですが、こういうことをやったときに、

あなたに対して社会的に、あるいはいろんな科

せられる部分がありますよとか、こういうこと

をするとやはり家庭において大変なことになり

ますよとか、そういう具体的なものまで最終的

には指導されていらっしゃるような状況なんで

しょうか。

○河野少年課長 例えば、万引きということを

テーマにした、小学生向けの授業、講座におき

ましては、万引きをするということ、あるいは

友達が万引きをするのを看過するということは

どういうことになるんだろうということで、子

供さんたちにみずから考えていただきます。

例えば、万引きとはいいますけれども、本屋

さんの万引きでは、本屋さんは１冊何円、何銭

という単位で稼いでいる、それを１冊とるとい

うことは、そこに働く人たちの生活をいわゆる

侵害しているんだというような、あるいは友達

の万引きをとめられないのは、それは同じ共犯

なんだよ、やっぱり警察に捕まることがあるん

だよという、そういうことまでちょっとかみ砕

いて、みずから子供さんに考えていただくよう

な、そういう方式をとっております。

○押川委員 ありがとうございます。やはり困

るのは本人、そしてやっぱり家庭だと思うんで

す。だから、そこのところをやっぱり、しっか

りと非行防止教室、あるいは学校の取り組みの

中で、誰が一番大変なのかということをしっか

り教えていただけるとありがたいなというふう

に感じました。そうすることが、その子たちが

そういう問題を起こすこともなくなる。そういっ

たことが、やはり全て青少年のためになるのか

なという気がいたします。やはりそこを犯して

しまうと、みんな慌てて、学校であれば保護者

会を全体で開いたりとか、いろいろな立場でさ

れますけれども、やはりそこに行かないための

勉強会、教室あたりを活用していただくとあり

がたいなと思いましたので、意見を述べさせて

いただきました。ありがとうございました。

○井本委員 もう一つ、コンビニ、あれが今24

時間やってるでしょう。これが、やっぱり私は、

犯罪なんかの温床になってるんじゃないかなと

いうふうに思っているんだけれど、警察はどう

感じていますか。あれについて、何か思いがあ

りますか。

○河野少年課長 私も、コンビニで深夜に青少

年らしき者がたむろしてるということを見かけ

ることもあるんですけれども、街頭補導活動を

今強化しておりまして、11時以降、コンビニ等

でたむろしている者がおれば、もう直ちに警察

官がそこで補導するという措置をとっておりま

す。補導件数といいますのが最近やはり増加傾

向にありまして、特にやはり防犯という面、そ

れから非行抑止という面からも、積極的な声か

け補導ということに心がけているところでござ

います。

以上でございます。
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○井本委員 コンビニの経営者からも、営業時

間を制限してくれと、電力ももったいないし、

夜中に来るお客さんもはっきり少なくて、採算

上からも悪いというわけです。ところが、上の

ほうの本部から、24時間あけておかなきゃいか

んというような指導が来るものだから、県のほ

うで条例でもつくって、何時からは営業はだめ

ですよってやってくれと経営者のほうから言っ

てくるんだよね。そのほうが、我々も堂々と閉

められる。ただ、上のほうの連中は、おそらく

何かの関係があって、あけておかなきゃいかん

と言ってくる。その連中のために店をあけてい

るようなものだというようなことを聞いたこと

があるんだけれどね。私は、きちっと条例か何

かをつくって、もう電力ももったいないし、無

駄な経営だと思って、そのような気もするんで

すけれど、何かやってもらいたい。どこへ聞い

たらいいだろうか。こども家庭課長。（笑声）

○村上こども家庭課長 条例上は今のところ、

コンビニエンスストア、ファミリーレストラン

は対象外になっておりまして、条例上規制がで

きない状況になっております。そういうお声は

いただいたということで、よろしいでしょうか。

（笑声）

○井本委員 いいです。

○清山委員 さっきの質問に関連なんですけれ

ども、先ほどこども家庭課から、私も前に質問

させてもらったんですが、繰り返し有害図書自

動販売機で販売するような行為が認められるっ

ていうんですけれども、告発がないって少年課

がおっしゃってましたけれど、それは県から警

察に告発すればいいんじゃないですか。

○村上こども家庭課長 今、条例で定まってい

ます手順が、勧告しましてその図書が撤去され

ますと、またその図書に対して勧告ということ

で、委員がおっしゃいますように、イタチごっ

こといいますか、どうしても今、自動販売機は

どんどん回転、かえておられる関係で、その図

書に対してなものですから、自動販売機に対し

ての指導っていうことではないものですから、

なかなか告発まで行かないという現状がござい

ます。

○清山委員 その説明は、さっきされませんで

したよね。実際は、１冊１冊が入れかわったら、

またそれは同じ物じゃないから、指導は改善さ

れたって認められるんでしょう。つまり、Ａと

いう書籍が置いてあって、これを抜き取って、

審議会の意見で有害図書指定して、じゃあその

Ａを取り除きましたと、そしてその翌日、Ｂと

いう明らかに卑わいな図書を置いてもそれはオ

ーケーなんですよ、そうでしょう。

○村上こども家庭課長 はい、今の条例の手続

からいきますと、その図書に対しての指導です

から、また違う図書になると改めて一からまた

指導をした上で、改善されない場合はまたとい

うことを繰り返すことになっております。

○清山委員 さっき課長からの説明で、明らか

にそういう悪質な業者がいて、全く繰り返し指

導に従わないっていう認識があるわけじゃない

ですか。それを私は質問でも指摘させてもらっ

たんですけれども、当時から全く変わってない

んですけれど、それ、もうポーズだけとっとい

て、もう県としては全くそういう青少年健全育

成に努めるつもりないっていう話じゃないです

か。

○村上こども家庭課長 全国の条例をちょっと

調査させていただきまして、宮崎県にないいろ

いろな工夫をされているところがないかという

ことで、今、研究をさせていただいているとこ

ろなのですが、大半の県が、やっぱり勧告から
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命令、そして告発ということの手順、大半がそ

うなんですけれども、その中には、その先に営

業停止命令、あるいは自動販売機の撤去命令ま

で行くという県が幾つかありました。それとま

た、少数ではあったんですけれども、勧告をせ

ずに直接命令に行きまして、そしてまた命令に

行きまして、直接の罰金とか、あるいは６カ月

以内にまたその図書じゃない、同じような有害

図書が入った場合は、その自動販売機自体に停

止命令をかけるとか、撤去をするとかいう県も

ございましたので、それを今うちのほうで、本

県に置きかえたときにどれが一番有効かという

ことを研究させていただいております。

もう、そのまま野放しにというような意識は

全然ございませんので、他県のいいところを

ちょっと参考にさせていただきたいと思うので

すが、ただ、条例の条文だけでは、やはり行政

手続法とかいうものの規制もございまして、例

えば、行政指導しないまま処分を加える前には、

聴聞っていいまして、相手に意見を言わせるこ

とを必ずしなければならないとか、いろいろな

手続上の規制がございますので、ちょっとどう

いう形が一番効果的なのかを、今、勉強してい

るところでございます。

○清山委員 もう悪質な業者に、毎年のこうい

う立入調査とか、行政の部分をもう注力すれば

いいと思うんです。ほとんどがすぐ指導に従う

業者さんっておっしゃってるので、そうであれ

ば、もう悪質な業者さんに集中してそういう手

続をとるなり、もしくは条例も、他県の工夫も

もちろん取り入れながら、宮崎県ならではの規

制を加えればいいと思うんです。特に自動販売

機って、物すごく景観も大変損なうようなとこ

ろに置いてある物が多数見受けられるので、こ

れ、ぜひ協力してやっていただきたいと思いま

す。

○井本委員 関連して。恐らく私の思うところ

を。表現の自由と検閲の禁止の憲法上の規定が

ありますものね。これとの兼ね合いでなかなか

その辺、前に進まないところがあるんじゃない

ですか。ちょっと私の考えなんだけれども、ど

うです。

○佐藤福祉保健部長 委員おっしゃった表現の

自由とかいう問題も、もちろん一方であるんで

すけれど、清山委員がおっしゃった今の条例が、

現状のいろんな業者がいらっしゃる中で十分対

応できていないと、スピーディーに対応できて

いないという規定になっていることについては、

我々も認識をしております。

具体的に言いますと、この本がおかしいと、

有害だと、それが自販機にあると、それを撤去

しなさいと勧告をします、勧告に従わん場合は

命令をします、命令にも従わん場合には告発を

しますという手続なのですが、勧告をして、こ

れは撤去しますわと、そのかわりこっちの別の

やつを入れましたと。別のものはまた最初から

審議会を開いて有害かどうかを審査するという

手続になっているものですから、スピーディー

に対応できていないと。いろいろな悪い知恵を

働かせる業者さんに対応できてないという認識

は持っておりますので、先ほど課長が申し上げ

ましたように、それに対応できるようにするに

はどういうふうな改正をしたらいいんだろうか

ということを、今、検討させていただいてます

ので、いましばらくお時間をいただければあり

がたいと思っております。

○西村委員長 よろしいですか。ほかに。

○河野委員 学校政策課の資料の中で、学校や

県教育委員会のこれまでの主な取り組みという、

予防という部分でさまざまな取り組みがなされ
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てるようですが、現在の校務分掌の中で情報教

育主任というものは存在しているのでしょうか。

○今村学校支援監 小・中学校におきましても、

高等学校におきましても存在しております。

○河野委員 この観点で、インターネット犯罪

等の対応等を含めて、情報教育主任の研修とい

うものは位置づけられているのでしょうか。

○今村学校支援監 情報教育主任を集めての研

修という形よりも、生徒指導担当を集めての研

修という位置づけのほうが、多くなされている

ところでございます。

○河野委員 私、現職時代に主任をさせていた

だいたことがあるのですが、やっぱり相当研修

を受けて、例えばフィルタリング一つにしても、

結局、フィルターをかけるのは項目に対してな

のか、内容に対してなのかとか、やっぱりそれ

で指導するにもそういうところをしっかりつか

んでおかないと、結局非常に弱いかなという。

それを僕たちの現職時代は、結構厳しく研修を

受けた記憶があるのですが、そういった内容の

指導という、例えば、生徒指導主事に対してそ

ういう指導とか、いろいろなケースに対してこ

う指導しろとか。

もう一つ、やっぱり小・中・高で特色がござ

いますので、先ほど警察のほうでもありました

けれど、何というのでしょうか。リテラシーに

ついてコーディネートしていく、こういうこと

を学ばないといけないんじゃないかとか、やっ

ぱり学校の中でそういう中心になる人が必要だ

と思うんですけれど、そういった対応っていう

ことが、主任に対してということはないという。

○今村学校支援監 それを含めて、今、生徒指

導担当の者に、このネットトラブルということ

で集めて指導をしておりますし、また、各地区

ごとにも、小・中・高の生徒指導主事を集めた

連絡協議会がございますので、そういったとこ

ろを通じて実施しているところでございますが、

おっしゃるように、今後は、やはり情報教育の

主任等と生徒指導と管理職も含めて、本当は全

ての教職員にしっかりとしたそういうリテラシ

ーを身につけてほしいと。

ところが、余りにも早過ぎて、私たちもよく

わからないという部分があります。今、きょう

はここで携帯電話やスマートフォンというお話

をしておりますし、パソコンという話をしてお

りますが、昨日は私自身、任天堂のというと

ちょっと語弊がありますが、３ＤＳという子供

がごく普通に遊ぶゲーム機を初めて見たんです

けれども、それでもネット通信だとかそういう

ことがどんどんできると。Ｗｉ─Ｆｉとか無線

ＬＡＮとか、そういうことが家にいなくても、

家電の売り場とかそういったところに行くと、

そこで何もしなくてもつながるという状況が

あって、親がそういうことを全くしないでゲー

ム機を与えているけれども、実は知らないとこ

ろでそういったネットにつながっていて、子供

たちはいろんなところと交流をしているという

事実を余りにも知らなさ過ぎるので、教職員を

含めて、保護者も含めて、やっぱりそういう時

代についていくといいますか、余りにも早過ぎ

てついていけない部分もありますが、そういう

ことが非常に喫緊の課題だというふうには捉え

ているところでございます。

したがいまして、情報モラルに関する普及資

料を児童生徒用、教職員用、保護者用と、今、

準備をしようとしているところでございます。

以上でございます。

○河野委員 実はことし、小学校の子がまだい

るんですけれど、アンケート調査がパソコン関

係でありまして、その中で履歴を問う、子供が
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使った後、親は履歴を確認してますかっていう

設問があったんです。子供が持って帰りますか

ら。うちの子も、実はユーチューブとかを使っ

ちゃうんですけれど、ちゃんと親の見てる前で

という約束で使わせているんですけれども、履

歴という言葉に非常に敏感に反応して、履歴っ

て何だっていう質問があったときに、あなたが

見たことは全部わかるよっていうことを言った

ら、非常に緊張感というか。アンケート関係は

学校の自主性でやられているのでしょうか、そ

れとも県の委員会の指導というか、フォーム的

なものも含めてあるのでしょうか。

○今村学校支援監 ３パターンあるというふう

に思っています。一つは、学校が独自に実施を

されるもの、もう一つは、今回、県の教育委員

会として、子供たちに携帯電話の利用状況とい

いますか、そういったものを調査しているもの

がございます。また、先ほど県警のほうからも

説明がございましたが、県警のほうも携帯電話、

フィルタリング等の所有状況等についての調査

も実施しておられますので、そういったところ

のどこかにその履歴という、県教育委員会のも

のには履歴という言葉を使ったものはないので

ございますが、あったのではないかというふう

に思っております。

○河野委員 今言ったように、アンケート調査

することによってやはり抑制になる部分と、あ

と、やはり情報教育主任という、ある意味集中

的に学ぶ先生がいらっしゃって、やっぱりそう

いったコーディネートをできるような、リテラ

シーを高めさせられるような、そういう校務分

掌的なものもやっぱり充実していただきたいな

ということで、よろしくお願いします。

以上です。

○渡辺委員 県警本部にお伺いをしたいのです

が、刑法犯とか触法少年のデータをきょういた

だいていますが、この中で、いずれも刑法犯な

ので、刑法で罪状があるものだと思いますが、

凶悪犯と粗暴犯の違いはどうなんですか。罪状、

罪名でいったときに、何が凶悪犯と決めつけら

れて、粗暴犯は何なのかと、御説明を。

○河野少年課長 まず、罪種で分けております。

凶悪犯といいますのが、殺人、強盗、放火、強

姦、この４罪種でございます。粗暴犯は、傷害、

暴行あるいは暴力行為等処罰に関する法律等も

ございますけれども、そのようなものが粗暴犯

というふうに警察でネーミングをしております。

以上でございます。

○渡辺委員 ということは、今、殺人、要する

に一課で扱う事件でしょうけれど、殺人とか強

盗とか強姦というような容疑に当たる、14歳か

ら二十というのは、高い年齢もあるかと思うん

ですが、一昨年でいえば、それに当たる14歳以

下が宮崎県の中でも事案としてあったというこ

となんですか。

○河野少年課長 触法少年の平成23年の凶悪犯

についてお尋ねだと思うのですけれども、これ

は小学校４年の児童が、家に火をつけたという

ことで、現住建造物等放火で補導をいたしてお

ります。

なお、平成24年の上の刑法犯少年の凶悪犯が、

これも１人ございますけれども、これはスーパ

ーで強盗致傷を働いたという17歳の少年のこと

でございます。

以上でございます。

○渡辺委員 ちょっと少年課の範疇じゃなくな

るかもしれませんが、子供たちの犯罪って見た

ときに、最近少ないですけれど、暴走族という

ものもかかわることの多い種別なのかなと思う

のですが、けんかをしたりしない限り刑法犯に
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はならなくて、どちらかというと道交法であっ

たり整備違反だったりというものが多いと思う

のですが、その辺は数値はなかったとしても、

最近、宮崎ではその手で補導だったりとか、も

しくは検挙されるという例はあまりないので

しょうか。少年課の範疇では、厳密に言えばな

いだろうと思うのですけれど。

○河野少年課長 委員がおっしゃるとおり、暴

走族といいますのが、道交法違反なり、道路運

送車両法違反なりに抵触してくる集団だと思う

んですけれども、ここ最近、警察として把握し

ている暴走族グループはないということで承知

をいたしております。

ただ、単発的に改造バイクを走らせる者等は

ございますけれども、昔ありましたような組織

的、集団化したようなものというのは、現時点、

把握されてないと承知しております。

○前屋敷委員 学校政策課にお尋ねしたいので

すが、２ページの資料の中の取り組みで、情報

モラル教育の充実というのが今後の、今もなさ

れている状況だし、これからも必要だという点

で。子供たちや保護者の方々に対してもいろい

ろな指導もされておられるということなのです

が、私、この問題で、先日、ＮＨＫの朝の番組

で、ちょうどこのインターネットだとかＬＩＮ

Ｅの問題を取り上げておられて、もうＬＩＮＥっ

て私もなかなか理解ができないのですけれど、

特に子供たちはスマートフォンなどは24時間携

帯をしていて、食事のときにもいろいろな連絡

が来て対応するというようなことで、家庭では

使い方のルールを決めるということなども出さ

れていたので、そういういろいろな指導もされ

ておられるのですけれど、テレビであったのは

高校生だったのですが、高校生みずからがやは

り問題意識を持って、その使い方に対するマニュ

アルをつくって、学校で生徒たちが、そしてそ

れを、今、もう目まぐるしく変わるという話が

ありましたが、毎年それを更新する、そして、

全校にそれをみずからが広めていく。

ですから、みずからが犯罪者になったり加害

者にならないためにどうするかというところの

問題を共有しているというのは、本当に進んだ

取り組みだなと思って見てたのですけれど、そ

ういうことも、学校側とかから子供たちに指導

をして徹底させるだけでなくて、やっぱり子供

たち自身が、そういうものに巻き込まれないた

めにはどうするかという問題意識が持てるよう

な、そういう取り組みも大事じゃないかなと思っ

たんですが、そういう点ではどうですか。

○今村学校支援監 おっしゃるとおりで、非常

にそこが重要な部分だというふうに思っていま

す。

先ほど、今、９種類の啓発資料をつくってお

りますということを申し上げましたけれども、

今、その中に児童生徒用というものが、小学校

段階、中学校段階、高校段階とございますが、

その発達段階に応じてでありますが、中・高生

の中では、やはりネット利用のメリットだとか

デメリット、そしてそのトラブルの例だとかも

示したいというふうに考えておりますし、ＬＩ

ＮＥそれからトークというものとございますが、

そういったものとのつき合い方というのも、事

細かく資料の中では紹介していきたいというふ

うに思っています。

御紹介の例は、非常に進んだ例だというふう

に思っています。例えば、いじめにつきまして

も、根絶するために生徒たちが学校の中で生徒

会を中心にして、いじめ根絶集会をみんなで実

施しながら共有して、友達と仲よくしようとい

うような運動として繰り広げていくような場面
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がございます。そういったところは、非常に醸

成がされていくというふうに思っています。

こういったネット利用についても、生徒会等

が中心になって、そういうふうに子供たちがみ

ずから自分の心にブレーキをかけたり、フィル

タリングの方法だとか、有害なところにアクセ

スしないとか、そういうルールづくりができる

と非常にありがたいというふうに思っています

ので、ぜひこの今つくりつつある啓発資料の中

にも、そういった事例を取り込んでいって紹介

させていただきたいというふうに思っています。

それから、保護者と子供との家庭でのルール

づくりというのも、ぜひ重要なことだというふ

うに思っていますので、保護者用の資料の中に

はそういう家庭でのルールづくりというのも進

めていただくように、その中に盛り込もうと思っ

ているところでございます。

以上でございます。

○前屋敷委員 自主的にというと、なかなか年

齢的にも段階があろうかと思うのですけれど、

私が見たのは高校生がみずからということなの

で、低学年にそれが直接当てはまるということ

ではないとは思うのですけれども、その辺のと

ころはいろいろ工夫も凝らしながら、やっぱり

みずからの問題として認識できるような、そう

いう取り組みが必要かなというふうに思いまし

たので、ぜひ研究もしていただきたいと思いま

す。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○二見委員 いろいろとこういうチラシ、パン

フレットとかの配布とか、啓発とか、また子供

たちへの指導とか、非常にいろいろな取り組み

をしているというのはよくわかったのですけれ

ども、僕はいつも感じるのですが、一番足りな

いなと思うのは、子供たちが、自分たちが自分

で考えて、そういったものにどう対応したらい

いのかっていう、まず考える力、何をどう。イ

ンターネットとか、本当に使い方によってはす

ごく便利なものじゃないですか。フィルタリン

グをかけるとか、そういった対応策も大事なん

ですけれども、そもそも自分がそういうものに

近づかないとか、そういったものを考える取り

組みっていうか、その情報提供をするだけじゃ

なくて、それはもういわゆる知識として頭の中

に入ってくる、入ってきたものをしっかり実行

するっていうようなところを何か、指導すると

いいますか、そういった部分がないのかなって

いうふうにいつも感じるんです。ほかの、教育

でも、こども家庭もそうなんでしょうけれども、

何かそういったものはないのでしょうか。

○村上こども家庭課長 まず、平成21年にでき

ました青少年が安全に安心してインターネット

を利用できる環境の整備等に関する法律の基本

理念のところが、やはり今委員がおっしゃいま

したように、まずフィルタリングをかけるでは

なくて、まずは、子供たちに正しく適切に活用

する能力を習得させるという施策を打つべきだ

と。その次に、やはりフィルタリングソフトウェ

アの性能の向上や利用の普及を図って、なるだ

け青少年が有害なそういう情報を閲覧する機会

をできるだけ少なくする。そして、３つ目に、

やはりインターネットが持つ、多様な主体が世

界に向け、多様な表現活動を行うことができる

というインターネットの特性に配慮して、民間

における自主的な取り組みを尊重して、国・地

方公共団体はその支援をするという３つの基本

理念が定められておりまして、やはりおっしゃ

るとおり、先ほどから出ておりますリテラシー、

正しくインターネットを活用する能力を育てて

いくという施策が、やはりまず大事かなという
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ことを考えております。

私どもが、御紹介しました講演会を２回しま

したけれども、そこの中のお話も、やはりイン

ターネットをもう見させないとか使わせないと

いうことはもう無理ですと、もうこれだけ普及

していて、そしてこんなに便利なものを使わせ

ないという方法はもうありません。まず、正し

く使うためにはどうすればいいか、これを有効

に使うためにはどうすればいいかということを

親も子供たちに教えてくださいというお話が、

やはり一番印象に残ったところでした。ですか

ら、やはり施策を打つに当たっては、そういう

視点でしていくべきだと考えております。

○二見委員 まあそうですね。おっしゃるよう

にそうなんですけれども、いろいろな情報など

は与えるけれども、それを、使い方というか。

使い方とは何かといえば、要するに最終的には

未成年とか、子供たちとかまだ未熟な段階では

厳しいことかもしれないけれども、やっぱり行

く行く一成人としての責任を負っていかないと

いけないんだっていうことを、一つ一つ学んで

いくっていうことが大事だと思うんです。だか

ら、こういったことをしたら自分に対して、自

分はどういう責任をとらないといけないのか、

今は未成年だから法律で守られてるとかあるか

もしれないけれども、そういったことを一つ一

つ学びながら、そういったことにかからないた

めにはどういう考え方をしないといけないのか、

もっと根本的なところなんじゃないかなと思う

んです。

もう、一つ一つの事象に対して、要するに個

別にやってはいけないこととかを考えるだけ

じゃなくて、もっと全体的に、いじめだってそ

うだと思うんです。誹謗中傷とか、そういうこ

とをしちゃいけないっていうことがまずわかっ

てないっていうことが、そもそもの事の発端だ

と思うんです。そういったところを、まず根っ

ことして、そこを指導するっていうところから

始めていかなければならないんじゃないかなっ

て思うんですが、そういった話が、まずこういっ

たところでの委員会とかの説明で出てこないも

のですから、そういった取り組みが一番大事だ

と思うんです。

そこのところは、だから、教育委員会また学

校の政策だけじゃないんでしょうけれども、もっ

と県として、それはもちろん子育ての中では親

が第一次的に責任をとらないといけないんだっ

ていうのを、大体教育のほうも変わってきたり

とかしているので、そこのところをもうちょっ

とはっきりしながら、子育てっていうものを考

えていけるような取り組みっていうふうに変え

ていただきたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いします。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、これで終わ

りたいと思います。執行部の皆さん、お疲れさ

までした。退席いただいて結構です。

暫時休憩をいたします。

午前11時50分休憩

午前11時52分再開

○西村委員長 では、再開をいたします。

次に、11月６日から８日にかけて実施する県

外調査につきまして、「資料１」をごらんくださ

い。調査先については、前回の委員会で決定を

いただきましたが、飛行機の時間等に若干の変

更がありますので、よろしくお願いします。当

日は、９時20分、宮崎空港に集合となっており

ますので、よろしくお願いをいたします。よろ
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しいですか。参考として、はまゆう会の資料等

もつけております。

続きまして、協議事項（２）の次回委員会に

ついてでありますが、11月定例会中の12月６日

金曜日の開催を予定をしております。執行部へ

の説明資料の要求また御意見等がございません

か。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、次回の委員

会の要求資料等については、正副委員長に御一

任いただきたいと存じますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきます。

最後になりますが、協議事項（３）の「その

他」でございますが、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 特にありませんので、次回の委

員会は12月６日の午前10時からを予定しており

ます。

先ほど申し上げましたが、11月６日、県外調

査となっておりますので、空港ロビーにお集ま

りいただきますようにお願いをいたします。

それでは、本日の委員会を閉会をいたします。

お疲れさまでした。

午前11時54分閉会


